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ご不明な点がございましたら､ヒューマン･プライムまでお問い合わせください。 ℡.03-5695-7700

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テレワークは､ウィズコロナ・ポストコロナの｢新たな日常」､

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｢新しい生活様式｣に対応した働き方であると同時に､働く時

間や場所を柔軟に活用することのできる働き方として､更なる導入や定着が期待されています。今回は､厚生労働省によって公表さ

れました改定版｢テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン｣から､重要な点を抜粋して紹介します。

今回紹介した事項はテレワークにおいて特に重要な事項ですが､より詳しい内容やその他事項についてお知りに

なりたい場合は､厚生労働省の｢テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン｣をご覧ください。

テレワークを行う労働者については､事業場における勤務と同様､労働契約に基づいて

事業主の支配下にあることによって生じたテレワークにおける災害は､業務上の災害と

して労災保険給付の対象となります。ただし､私的行為等業務以外が原因であるものに

ついては､業務上の災害とは認められません。テレワークを行う労働者がこの点を十分

理解していない可能性もあるため､会社は周知しておくことが大切です。また､会社は

労働者が負傷した場合の災害発生状況等について医療機関等が正確に把握できるよう､

当該状況等を労働者から聞き取りを行い可能な限り記録しておくことも大切です。

テレワークとは､労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務のことをいいます。形態は

代表的なものとして ❶在宅勤務､❷サテライトオフィス勤務､❸モバイル勤務 があります。

テレワークを行う場合においても､労働基準法､最低賃金法､

労働安全衛生法､労働者災害補償保険法等の労働関係法令が適用されます。

｢テレワーク｣のガイドライン｢テレワーク｣のガイドライン
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●就業規則の整備：テレワークを円滑に実施するためには､会

社は労使で協議して策定したテレワークのルールを就業規則に

定め､労働者に適切に周知することが望ましいとされています。

労働時間やテレワークを行う場所などを労働者の事情に合わせ

て柔軟に選択することができるようにするなどのルールを就業

規則に定めます。

●労働時間制度の適用：労働基準法にはフレックスタイム制な

どの様々な労働時間制度が定められており､どの労働時間制度

であってもテレワークが実施可能です。このため､テレワーク

導入前に採用している労働時間制度を維持したまま､テレワー

クを行うことができます。一方で､テレワークを実施しやすく

するために労働時間制度を変更する場合には､各々の制度の導

入要件に合わせて､変更手続きを行うことが必要です。

[ 例 ] あらかじめ就業規則に定めておくことに

よって､その日の所定労働時間はそのままとしつ

つ､テレワークを行う労働者が始業及び終業の時

刻を自由に決めることを認めることができます。

■留意点／労働時間の状況の把握：2019 年の労働安全衛生法

改正により､会社は､客観的な方法によって労働者の労働時間の
状況を把握することが義務となっています。テレワークを行う

場合にも､情報通信機器の使用時間を記録したり､労働者に一日

の始業時及び終業時にメールで報告させる等で労働時間の状況

を把握する必要があります。

●労働条件の明示･変更：会社は､労働契約を締結する際､労働

者に対し､就業場所に関する事項等を明示することとなってい

ますので､労働者にテレワークを行わせる場合には､自宅やサテ

ライトオフィスなど､テレワークを行う場所を明示する必要が

あります。また､労働契約や就業規則で定められている勤務場

所や業務遂行方法の範囲を超えて会社が労働者にテレワークを

行わせる場合には､労働者本人の合意を得た上での労働契約の

変更が必要になります。

※労働者本人の合意を得ずに労働条件の変更を行う場合には､

労働者の受ける不利益の程度等に照らして合理的なものと認め

られる就業規則の変更及び周知によることが必要です。

テレワークとは

テレワークと
労働関係法令の適用

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html

